
 

 

第 6 回 一関市民スキー大会開催要項 
１．主旨  市民に広く生涯ｽﾎﾟｰﾂとしてのｽｷｰ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞを普及し、健康増進と体力の向上を図ることを目的とする 

２．主催  一関市スキー協会（一関支部、東山支部、室根支部、千厩支部、大東支部） 

３．共催  いちのせき健康の森 

４．後援  一関市教育委員会 一関市体育協会 岩手日日新聞社 まつるべスノーランドスキースクール  

５．協賛  小野久ｽﾎﾟｰﾂ･ｳｴﾉｽﾎﾟｰﾂ･ｾﾞﾋﾞｵｽﾎﾟｰﾂ･ﾀｹﾀﾞｽﾎﾟｰﾂ･若山ｽﾎﾟｰﾂ 

６．期日  平成２４年２月１９日（日） 

７．会場  祭畤スノーランド（南コース） 

８．種目  大 回 転 

９．日程    

 

２月１９日

（日） 

 午前７時１５分 受付(ｾﾞｯｹﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ配布)  

祭畤 

スノーランド 

 午前８時４０分 ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ（ｺｰｽ下見） 

 午前９時３０分 競技開始 

 午後１時 表彰式    

 

10．種別  （１）スキー 小学校低学年女子の部     (２)スキー 小学校低学年男子の部            

           （３）スキー 小学校高学年女子の部     (４)スキー 小学校高学年男子の部               

           （５）スキー 中学校女子の部             (６)スキー 中学校男子の部                     

           （７）スキー 一般女子２部(４０才以上)   (８)スキー 一般女子１部(３９才まで)           

           （９）スキー 一般男子４部(６０才以上)   (10)スキー 一般男子３部(４５～５９才)           

           （11）スキー 一般男子２部(３０～４４才)  (12)スキー 一般男子１部(２９才まで)           

            （13）スキー オープンの部   

           （14）スノーボード 女子の部        (15)スノーボード 男子の部 

           ※年令は、平成 24 年 4月 1 日現在の満年令とします。 

 

11．参加資格  一関市民、市内に勤務（通学）する者、協会員及びその家族、市内スポーツ少年団 

 

12．申込  （１）申込方法 スポーツ店及びスキー協会各支部事務局備え付けの参加申込書による現金納付 

（２）申込締切 平成２４年２月１１日（土）正午 

            （３）申 込 先 小野久スポーツ・ウエノスポーツ・ゼビオスポーツ・タケダスポーツ 

若山スポーツ・まつるべスノーランドスキースクール・スキー協会各支部事務局 

            （４）申込用紙  別紙申込書によりスキー・スノーボードの区分と種別を明記の上、申込みをすること。 

              （※ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ参加者（小･中･一般）の種別番号は、(14)と(15)のみとなりますのでご

注意願います。） 

            （５）参 加 料 参加申込書と同時に下記参加料を納付すること               

               小・中学生１，０００円   一般（高校生以上）２，０００円     

 

13．表彰   各部１位～３位（小学生は６位）まで表彰   ラップ賞  

 

14．問合せ先  一関市ｽｷｰ協会事務局 小野寺正行 〒021-0024 一関市幸町 5-35 ℡ 090-7060-9704 

15．その他  （１） 出走順は大会事務局で平成２４年２月１２日（日）に決定します。   

      （２） 参加賞を準備しております。       

            （３） 選手のみ、ゼッケン着用時については、リフト料金が無料となります。 

            （４） 競技中に傷害を受けた場合は、レクレーション災害保険を適用しますが、主催者は応急処置以

外の責任を負いかねます。 

            （５） 小・中学生の参加については、保護者の同意を必要とします。         

            （６） 悪天候など止むを得ない理由により競技を中止した場合、又は出走しない場合でも参加料の返

還はいたしません。 

            （７） 種別（13）オープンの部は、岩手県民体育大会ｽｷｰ競技会に出場した選手、準指導員などの有

資格者、ﾃｸﾆｶﾙ・ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄ（※SAJ1 級取得者は一般の部に参加可）の取得者とします。 

            （８） 種別（14）、（15）のスノーボード参加者は、小学生以上の方全員が対象となります。 

（９） ｽｷｰ及びｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞの両方の競技に出場する選手は、それぞれの参加料が必要となります。 

            （10） この要項以外の競技方法等については、全日本ｽｷｰ連盟競技規則によることとします。 


